
●学術情報のデジタルトランスフォーメーションを推進する学術情報の

基盤形成に関する検討委員会設置要綱 
 

令 和 ３ 年 １ 月 ２ ８ 日  
日本学術会議第 307 回幹事会決定 

 
 
（設置） 
第１ 日本学術会議会則第１６条第１項に基づく課題別委員会として、学術情報のデ

ジタルトランスフォーメーションを推進する学術情報の基盤形成に関する検討委

員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 
（職務） 
第２ 委員会は、学術情報流通において今後急激に展開すると目されているデジタル

トランスフォーメーションに関し、日本学術会議全体として具体的対応案を意思の

表出として発出すること等を目的とし、ISC などとの連携も視野に入れ国際的動

向を踏まえつつ、我が国の方向性を審議する。 
 
（組織） 
第３ 委員会は、１５名以内の会員又は連携会員をもって組織する。 
 
（分科会） 
第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

 

 

（設置期限） 
第５ 委員会は、令和５年９月３０日まで置かれるものとする。 
 

分 科 会 調査審議事項 構 成 備 考 
我が国の学術

の発展・研究

力強化に関す

る 検 討 委 員

会・学術情報

のデジタルト

ランスフォー

メーションを

推進する学術

情報の基盤形

成に関する検

討委員会合同

少子化時代の

サステナブル

な学術環境・

エコシステム

に関する分科

会 

１．学術活動を支える学術環境と学術エコシス

テムの現状とその将来像に関する審議 

２．将来の学術コミュニティ、学術活動の成果

発信等の学術環境の在り方に関する審議 

に関すること 

20 名以内

の会員又は

連携会員 

設置期間：

令和５年２

月 22 日～

令和５年９

月 30日 
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（庶務） 
第６ 委員会の庶務は、事務局各課・参事官の協力を得て、事務局参事官（審議第二

担当）において処理する。 
 
（雑則） 
第７ この要綱に定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な

事項は、委員会が定める。 
 
   附 則 

 この決定は、決定の日から施行する。 
 

附 則（令和３年１２月２４日日本学術会議第３２０回幹事会決定） 
この決定は、日本学術会議会則の一部を改正する規則（令和３年日本学術会議規則

第１号）の施行の日（令和４年１月１日）から施行する。 
   
  附 則（令和５年２月２２日日本学術会議第３３９回幹事会決定） 
この決定は、決定の日から施行する。 
 

 


